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「吹田市公立保育所民営化実撞計画案j策定にあたち

外部アドバイザーからいただいた意見� 

2 民営化する保育所の選定の基本的な考え方(選定の基準)について� 

(1) .民営化園灘定基準及び実施年次選定基準

ア 選定義準の考え方

(ア)公平にわかりやすく合理的理由者一貫して説明できるような選定基準が必擦であり、

た民営住後の事業主体にとってどうかということも考える視点も必要で島る。

{イ)保護者の意売も舵厳しながら、公平な選定基準を策定することが震擦である。公立

保育訴の地域バランス、地域人口、民営化後の開運営の安定性・継続性等を総合的に

勘案して選定することが必要である。

(ウ〉公立保育所として換すべき忠欝性、建物・土地状説、近隣状況、畏営化後の菌運営

の安定性・継続性等を総合的に判断して説明のできる選定基携を策定すべきである。

〈エ)幕当事に基づきi議定する過程で、議典の少ない舗のいずれかを選ぶ状況になった場合� 

iにさらに加味すべき地の項目等を韓査しておく必要もある。

イ 配置の地域ノ〈ランス

(ア)公立保育所の担うべき投割等も帯感すると、地域バランスを靖まえて選定すること

が望ましく、� 5つの閥会選ぶ場合には、近隣から選ぶのでなく、分散したほうが長い。

(イ)能市でも地域ブロック単位ごとに畏営化圏を選定する場合が多く、吹部市も従来よ

り市域を� 6つのブロックに佐分し、街づくち等を検討してきており、� 6ブロックの宜域

裂りを基礎として選定する方法もある。

(ウ)公立保育所の配霞の地域ノ〈ランスを議案し、 6プロックのs:域制りを基礎とするなら

らば、まず、� 6ブロックから� 1麗ずつ民営化寓候檎を選出し、さらに条件を限定し� 5

題へ選定するのが望ましいのではないか。

(エ) 区域嵩りとして、� 6ブロックの区域誤りや、幼保一体化撞設の検討の擦に舟いてい

る、それぞれをさらに� Z分割した� 12区域割り等が考えられるが、� 6ブロックから� 1顕

ずつ畏営牝閣候補を議出するのか、� 12誌域割りそれぞれに� 1閣は公立保脊所を残すの� 
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か等、区域観りの考え方の繕査が重要である。

(オ}公立保育所を市域にバランスよく配離する祝点泣護主要であるが、京区域割りでも実

際は近矩離に蹴憧されている公立保育所開士もあり、従来の匹域割りにこだわりすぎ

ず、実際の配環状祝等に応乙て民営化園を適量定する規点も必要である。

ウ 建物・土地状況

(ア)設営化盟選定にあたり、施設の者特化や謝膿化状況等を基準の 1っとする場合、よ

り新しい擁設を移管すべきなのか、建替え・大規横修繕を詰提としてよりおい撞設を

移管すべき訟のかiこより、新田どちらの保育所の民営化を優先すべきかも異なるため、

市として方針を鞍淫する必離がある。

{イ)民営化属選定にあたり、者朽化や耐震化状器等を基準の 1っとする場合、建弊えを

撰野に入れると、者約化・耐震化対策のより必要な保宵所が民営住の彊先順位は高い

と考えられる。

{ク〉いずれの公立銀嘗所も老朽イとが深刻であることを踏まえ、主主営化時に建替え辻襖野

に入れるべきであり、損殺の建替えやすさも民営花霞選定の基準の� 1つとなりえる。

(エ)施設の老朽化等を民営化題選定の際に考麗しないなら話、者特化等の対策はJjIJ途講

こることが望ましい。

(オ)敷地の広すぎるところは、土地賃脅料等が有償であれ法、経費がかかり、民営化後

の闘運営が難しいのではないか。もし広すぎる壮ら分筆等の必要があろう。土地経費

の負担が過度で、まりると、そのしわ饗せが他で現れないかが懸念される。

(カ)敷地蕗績は民営化後の盟運営の面では麓裂である。経妻を考員数しなければ広い方が

よいのは当黙であるが、広すぎると経費がかかり関連営が韻難であり、狭いと建替え

の代轄地等の用意が顕難となる。事業者として、定員の大幅増や、保育所だけでなく

子育てセンタ}を許設する等、事濃計富島体告とさらに検討する必喪性が出てきてしま

フ。

(キ〉敷地閥横を民営記讃選定基準の 1っとする場合、敷地が狭すぎても京すぎても民営

化後の欝運営が難しいならば、一般的な私立保育所の敷地謡穣と比較して、平均部積

に近い保育所註畏嘗化の儀先頭役が高いと考えることもできる。

(ク)民営化後の保育所の定員変更を行わえtいならば、二日告・建物が有議か無機かで盟運

営の状祝は異なり溜定iこも関わる。せめて、土地・雄物の存警護イとには一定の猶予期聞

が必襲であろう。特iこ民営化後の� 5部聞は事業者も苦労する期開であり、配慮が必要

である。� 
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エ近隣 状 況

〔ア)民営化嬰の選定基準として、近隣の私立幼稚園・保管関へ艶躍する事屈を入れる必

饗もあるのでないか。また、近隣の私立幼稚題・課背所の定員仁対する光足率等も加

味し、近隣の私立幼稚園 保宵所の意拘も聴取することが望ましい。e

(イ)国の劫課一体化の推主義の方向性を鑑みると、近隣に私立幼稚園・保背所がある公立

保育所を民営化した場合は、将来的に当該民営化覇や近隣の私立幼稚冨・保育所がこ

ども題化した場合も議該近隣の私立主主務関・保育所への彫響が非常に大きいため、

営化にあたり一定の配慮が議ましい。

{ウ〉間一区域載り内 iこ私立幼稚冨・保管所が多いところは区域割り内全体の私立の施設

数を考えるべきともいえる。将来的には子どもの数が減る中、同一区域観り内の公立

保育所が民営化され、私立劫穂関・保育所が増えすぎてしまうという懸念:もある。

(こに〉昨今は、保育所の送迎合やむを鐸ず自動車にで行う謀議者もいる。決して自動車で

の送鴻を推奨するわけでないが、一定の註車場の用意ができるのか等の喜eli章、も民営化

関選定にあたり必要ともいえる。近隣住人の迷惑となれば、民営化後は移管先の事業

者がその粛任や負担を負うことになってしまう。

オ安定的・継続的な閤運営

(ア)安定的・継続的な轍運営が見込まれる諜育所を民営化瞳として選定することが望ま

しい。それが事業者選定の際に、長賞な事業者の応募を促し悌護者の安心にもつなが

るだろう。

〈イ)民間事業者が蒋来にわたり安定的に瞳運営できるかどうかを民営北間選意の基準の 1

っとするならば、今援の当該区竣観りの人口増が見込まれ、保育摂入所持機児童数や

就学前児童数が多い等は選定の要素となり得る。

〈ウ)安定的・継続的に歯運営できるということを民裁化圏選定の基準の 1っとするなら

ば、科梗性等の実際の圏溜営のしやすさや、定員に対する光足率等も加味できるので

ないいか。

カ 訪保一体化と保育所長営化

{ア)市として、集育所民営化とは別で、幼保一体化施設への移行の検討も進んでいると

のことだが、両者はどう捉えるのか検討が必要きであろう。

(イ)民営化謹選定にあたり、市の幼保一体化蒐設の検問で用いている「施設検討の優先

震j を保育所にあてはめることも基瀦の 1つとなるだろう。

(ウ)幼課-~本化と保育所民営化は優先摂生をどうするのか精査が必、要である。幼保一体

化移行検討対象施設マあることは、民営イ主題選定基準の 1っとできるのか整理が必要

である。 
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(且)幼保一体化する保育所を民営化することは難しいだろう。また、劫保一体化移行検

討対象施設は民営化選定対象嗣から外すのであれば、選定の余地がない躍も出てくる

だろう。

(お その他補足意見等

ア 実施の基準の「民営化にあたっての保育所運営に関する条件jへの補是意見

〈ア)民営化闘の誌営化後の名称に寵する条件を提示することが議ましい。

(イ)定員iこっき、員営化後 lこ定員増が可能かの記載もあることが望ましい。

(ウ)延長保曹の実施や常識の噂任の著護蔀の配殻を条件とするならば、市として相応の

助成を行うことが望ましい。

{こじ)費用の書室i誌につき、 f敷設事例となる具体的内容等を公募の欝iこは吊しておくことが

望ましい。

(オ〉 保競者会についての取扱等もえ詳しておくことが議ましい。

イ 選定の基準の項爵外意見

〈ア)実際に民営化器の選定がなされれば、保護者の動捕があるだろうが、市として了撃な

対惑を行うことを親Uo また、当然のことであるが、当該園の職員等が選定後の対Jò~こ

遣われ、保育が疎かむなることはあってはなら令い。今後、子どもに負担がかからない

ようにすることが最も重要である。 
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(資料 
吹田市公立保荷所民営化庁内撲討会議 アンケート結果

〈第� 2臨� 8月� 1日実指分〉

-億聴希悪者 83人の肉、� 69人の万よりご回答をい肥だ怠ました。

2 l 

質問� 1 お住まいはどおらですか。


口吹田市内・・・� 52人 口市外・・・� 15人 〈無記入・・・� 2入〉


露間� 2 吹田市公立保持躍の保護者のたですが。


口iまい ・・・� 12入〈諜薮クラスE答あり〉


。歳児クラス.0人� 1識克クラス.1人� 2識見クラス� ・・� 3入
w

3議完クラス・属・� 2入後藤児クラス・・・� 5人� 5歳児クうス.4人

人53.. . .口いいえ

〈無記入� ・・� 4人〉

開問� 3 この民営化庁内検討会識を佃でお知りになりましたか。

〈複鍛回答あり〉

由市ホームページ・・・� 17人 口吊役所掲示板・掲・� 2入

口保膏彊掲示・・・� 27人 口その抱・・・� 19人 〈摂記入・・・� 9人〉� 

-811の会議兎容や運営方法iこついて、まE、その拍ご意見など� 

1 会議内容

ア 民営化する必要があるのかちしっかり議論してほしし¥0

イ 民営化仁は納得できない。

ウ 「民営化ありきjの委員持誌がみられるのは残怠である。

エ 委員意見!こもあつだが、民説化3ずるなら詰今より良いものと語るよう、ま

た、子どもが健やかに警つようにしてほしい。

方 市として畏堂包筆名黄迂を持つということを異体的iこ訴してiましい。ま

だ、そのような畏堂犯の実施計器として悲しい。� 

h 畏鷺花模きすiこあだち、現在の公立{采轄所の{宗青内容を一定i手織壊し、子ど

ちゃ謀護者のことを一番に轡えて!ましい。

民営{じ後ち市として重任を柴f乏し、原則として現在の公立保持所の保衛内

容を継請をすると聞き、少し安I~\ した。

ク 他市の民営化事例の検証をしてほしい。

ケ {也市の民営化事例ばかりでなく、「子商てするなら吹田Jという語講在踏

法えだ吹田市独自の民営化を検討してiましい。

保帯内容の向上方策を異体的!こ訴してほしい。



サ 民聞の自由な発想・柔軟さというが、民間園の良さを異体的に示し、それ

が民営{じで発揮できるようにしてほしい。

シ 提設民営で公的費任が東だせるのか不安である。

ス 民盤拡 5瞳を選定してから保護者説明会を関寵するのでは、話し合う姿勢

が感じられない。

セ 民営信後の事灘審議定の委員会iこ保護者や寵の代表者や法律家を含めて

ほしい。

ソ 民営匙畿の事難者選定の異体的内容を示してほしい。

タ 三寄贈談会をどのように行うのか、もっと議論が必要でおる。

チ 合同課育が 1年間では短く、語、な環境の獲化を子どもiこちたらすのではな

いか三

ツ 事業者!こ応奏してちらうために自営犯にあたっての諜育所運営に興する

業件を緩くするの母、本来臨簡である。

ァ 揮がい児保需をどのように日うのか、ちっと議論が必要である。


ト 地域支撰事業をどのように行うのか、ちっと議論が必要である。


ナ 良蛍也後の施設の老坊他薄策を異体的!こ訴してほしい。
 

2 運営方法

'0もっと時簡をかけて丁寧に議議してほししア 

イ 会識を公開とし傍聴奇能とし疋ことは評題する。

ウ 夜間の関{憲法、罷鵠しやザく辞錨する。

工 !湾臨定異の増員を行つだことは評髄する。

オ 会議には入れなかっ疋が、別室で会議昔声が聾けてよかっ走。

力 会場に入りきれない稽聴希望者がいるならば、より大きな会場で開寵すべ

さ。

キ 部室で会議音帯のみを閤く揚合、どの護員が話しているのかわかりづそうい

ので、発霊能iこ委員名を名襲って1ましい。

ク {駕鰭定員のあることや、日Ij盤で愈議吾声が闇けることを事前にもっと男知

してほしい。

ケ 次盟会議開{蜜日程の発表は、ちっと皐く行うべき。

コ この民営{じ庁内検討会識を外部アドバイザー仁義参加してもらい開寵して

はどうか。

サ検討の途中経逼の情報提供をもっとしてiましい。

シ 「お役所言葉Jでなく、もっと部護者にわかりやすいものとして!ましい。

ス 会場案内者がいて揚罰がわかりやすかっ定。

セ 保育所利用保護者、背児中の万、現場のおなどの市民の意見を開く機会を

設けて会議悲運曽してiましい。


ソ このアンケート結栗やそれに対する布としての回答を示してほしい。
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吹田市公立保育所民営化実施計間(案〉� 

3 民営化する保育所の溜定の基本的な考え方� 

(1 ) 民営化闘灘定基準

本市には公立保育所は� 18園あり、市域に広く配聾されています。

民営イヒ圏選定にあたっては、公立探育所が配患や支援を必要とする兇

叢を多く受け入れているというセーフテイネット的立役割と、地域の子

育て支援の地域拠点としての機能などを考惑し、まず公立保育所が市議

に適正に脱置されることを最も重損するものとします。そのうえで、民

営化した場合に、より安定的・継続的な間運営が期待できる条件を満た

しているのはどの酷であるかを総合的に判断し、民営化する� 5霞を選定

することとします。

ア 道義定基準� 1 公立保背所の溝正な配置者重視して判断する。

〈ア〉 市域をまず6プロックに分け、各ブロックにできる譲り均等な

笥所数の公立保育所在配鷺するo

(イ) 各ブロックからの灘定については、各プ口ックをさらに� 2つの

地墳に区分し、できる限り� 1つの公立保育所を配置する。

イ 選定基準� 2 民営化した場合により安定的・継続的会頭運営が期待

できる条件を満たしているかを総合的に判概する。

①地域の人口が多いこと


@地域の就学前児議数が多いこと


③地域の就学前児童数が増加が大きい、または減少が少ないこと

@開児の発足率が高いこと

命地域の今後の開発見込み戸数が多いこと� 

φ保育所敷地苗積が適正規模であること

ウ 補足的な選定基準選定基準2で示す条件では、大きな差がなく判艇が

困難な場合は、公立耕稚盟との幼保一体化整備の可能性が低いものを

選定することとします。� 

(2) 実施年次選定基準

民営化する順位については、民営化する� 5闘を選定後、各闘の選定基

準2の各条件について顕位付けを行い、すべての順誌の合計点が小さい

保育所から!慣に民営化することとします。� 
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選定の基本的な考えに基づいた民営化の年次計商

長営化時期及び民営化保育所名

民営f七時期 民営化保育所名

平成 28年 4月 1日 A保育閤

平成 29年 4月 1日 B保育園、 C保育関

平成 30年 4月 1日 D保育園、 R保育闘
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